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令和7年度報告からの変更点

◼ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）に基づく「温室効果ガ
ス排出量算定・報告・公表制度」（以下「SHK制度」という。）における「温室効果
ガス算定排出量」の算定方法等の見直しについて、「温室効果ガス排出量算定・報
告・公表制度における算定方法検討会」※１及び「温室効果ガス排出量算定・報告・
公表制度検討会」※２において議論を行い、これを踏まえ、政省令等の改正を行いま
した。

◼ 改正法令等は、令和７年４月１日から施行され、令和７年度報告（令和６年度実績の
報告）から適用されます。 

◼ 主な変更点は以下のとおりです。

① 直接排出と間接排出を区別した報告について（事業者単位のみ）

② 基礎排出量のうち他人から供給された電気・熱の使用に伴うCO2排出量の算定方
法の変更について

③ カーボンリサイクル燃料について

④ 海外認証排出削減量の見直しについて

※1「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/study

※2「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会」 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/review 

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/study
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/review
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①直接排出と間接排出を区別した報告について

◼ 改正前のSHK制度では、報告・公表されるエネルギー起源CO2は、燃料の使用（直接
排出）と電気・熱の使用に伴う排出量（間接排出）が合算された値でしたが、改正後
は、特定排出者単位の報告では直接排出と間接排出を区分して報告・公表します。な
お、特定事業所単位の報告（様式第1別紙）は、現行の報告様式から変更ありません
（直接排出と間接排出の合算値を報告）。

◼ 上記に伴い、様式第1 第1表の記載欄を変更します。

➢ 第1表では、エネルギー起源CO2を「燃料の使用に伴うエネルギー起源CO2（直接排出）」と
「他人から供給された電気及び熱の使用に伴うエネルギー起源CO2（間接排出）」に区分して
記載。

現行

電気由来CO2

熱由来CO2

燃料由来CO2

電気由来CO2

熱由来CO2

燃料由来CO2

改正後

燃料の使用に伴うエネルギー起源CO2

（直接排出）

他人から供給された電気及び熱の使用
に伴うエネルギー起源CO2

（間接排出）

燃料由来CO2と電気・熱由来CO2

を合算して報告・公表

エネルギー起源CO2

燃料由来CO2と電気・熱由来CO2

を区分して報告・公表
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報告様式の変更点 ｰ温対法様式ｰ
①直接排出と間接排出を区別した報告について

◼ 様式第1 第1表では、「①エネルギー起源CO2 」は「①燃料の使用に伴うエネルギー
起源CO2 」に変更し、「③他人から供給された電気及び熱の使用に伴うエネルギー起
源CO2」を新設。

◼ 改正前に「①エネルギー起源CO2 」としていた算定排出量のうち、燃料の使用に伴う
エネルギー起源CO2（直接排出）は改正後様式の①に、他人から供給された電気及び
熱の使用に伴うエネルギー起源CO2（間接排出）は改正後様式の③に記載。

◼ なお、「廃棄物の原燃料使用に伴うエネルギー起源CO2」については、従前どおり②
に記載。

改正前 改正後

※省エネ法様式でエネルギー起源CO2を報告する場合は次頁以降を参照。

変更 新設
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報告様式の変更点 ｰ省エネ法様式（工場・事業場）ｰ
①直接排出と間接排出を区別した報告について

◼ 様式第９特定第12表では、「廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用
に伴って発生するものを除く二酸化炭素（①）」は「燃料の使用に伴う二酸化炭素（廃棄物の
原燃料使用に伴うものを除く。）（①）」に変更し、「他人から供給された電気及び熱の使用
に伴う二酸化炭素（③）」を新設。

◼ 改正前に「廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する
ものを除く二酸化炭素（①）」としていた算定排出量のうち、燃料の使用に伴う二酸化炭素排
出量（直接排出）は改正後様式の①に、他人から供給された電気及び熱の使用に伴う二酸化炭
素排出量（間接排出）は改正後様式の③に記載。

◼ なお、「廃棄物の原燃料使用に伴うエネルギー起源CO2」については、従前どおり②に記載。

変更 新設

改正前 改正後

① ② ③① ②
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報告様式の変更点 ｰ省エネ法様式（輸送）ｰ
①直接排出と間接排出を区別した報告について

◼ 様式第４第９表及び様式第８第９表では、「エネルギーの使用に伴って発生する二酸
化炭素の排出量（①）」は「燃料の使用に伴う二酸化炭素（①）」に変更し、「他人
から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素（②）」を新設。

◼ 改正前に「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量（①）」としてい
た算定排出量のうち、燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素排出量（直接排出）は
改正後様式の①に、他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素排出
量（間接排出）は改正後様式の②に記載。

変更
新設

改正前 改正後

①
① ②
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報告様式の変更点（予定）   ｰ省エネ法様式（荷主）ｰ
①直接排出と間接排出を区別した報告について

変更

新設

改正前 改正後

①

②

①

◼ 様式第30第９表では、「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
（①）」は「燃料の使用に伴う二酸化炭素（①）」に変更し、「他人から供給された
電気の使用に伴う二酸化炭素（②）」を新設。

◼ 改正前に「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量（①）」としてい
た算定排出量のうち、燃料の使用に伴う二酸化炭素排出量（直接排出）は改正後様式
の①に、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量（間接排出）は改正
後様式の②に記載。

◼ なお、燃料の使用に伴う二酸化炭素及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化
炭素を区分して記載することができない場合は、「燃料の使用に伴う二酸化炭素
（①）」として記載。
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②基礎排出量の算定方法の変更について

◼ 今回の改正では、基礎排出量のうち他人から供給された電気・熱の基礎排出量の算定
方法について、以下のとおり変更しました。

1. 電気及び熱の事業者別排出係数について、引き続き基礎排出係数を使用しますが、
従来の基礎排出係数とは異なり、非化石証書やグリーン電力・熱証書及び再エネ
電力・熱由来のJ-クレジットを反映した係数となります。

2. 特定排出者が取得した非化石証書やグリーン電力・熱証書及び再エネ電力・熱由
来のJ-クレジットの無効化量・移転量は、「他人から供給された電気の使用」及
び「他人から供給された熱の使用」に伴う基礎排出量の算定に反映させます。

※ ２．の特定排出者が取得や無効化・移転した証書等は報告が必要ですが、 1.の排出係数に使用されている証書等は
報告不要で、使用した排出係数を報告してください。

◼ 具体的な見直し内容は、次頁以降に記載のとおりです。
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基礎排出係数の新設
②基礎排出量の算定方法の変更について

◼ 電気事業者及び熱供給事業者が従来提供していた基礎排出係数に、電気事業者及び熱
供給事業者が調達した非化石証書・グリーン証書・再エネ由来J-クレジットの環境価
値を反映させた、「基礎排出係数（非化石電源調整済）」を用いて算定することとな
りました。

◼ 再エネ由来以外のJ-クレジットやJCMクレジットは、引き続き調整後排出係数の算定
時に反映されます。

基礎排出係数

調整後排出係数

未調整排出係数

調整後排出係数

基礎排出係数
（非化石電源調整済）

電気事業者及び熱供給事業者の排
出係数算定等に使用され、
特定排出者の排出量算定には

用いられない。

特定排出者が排出量算定時に
用いる係数。

現行 改正後
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特定排出者による基礎排出量の算定方法の変更
②基礎排出量の算定方法の変更について

①他人から供給された電気の使用に伴う排出量

＋
他人から供給された電気の
使用量 ×基礎排出係数
（非化石電源調整済）

・非化石電源二酸化炭素削減相当量（※1，※2 ）

・グリーンエネルギー二酸化炭素削減
相当量（グリーン電力証書由来）の
無効化量（※2）

・再エネ電力由来J-クレジットの
無効化量（※2 ， ※3）

・グリーンエネルギー二酸化炭素削減
相当量（グリーン電力証書由来）の
移転量

・再エネ電力由来J-クレジットの
移転量（※3）

－

※１ 「非化石電源二酸化炭素削減相当量」は、電気事業者から小売供給された電気の使用に伴い発生するCO2の量を上限に控除可能。
※２ 「非化石電源二酸化炭素削減相当量」と「グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量（グリーン電力証書由来）の無効化量」と「再エネ電力由来J-クレジットの無効
化量」の合計値は、他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量を超えることはできない。

※3 「J-クレジット」には、国内クレジット及びオフセット・クレジット（J-VER）を含む。
※4 「グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量（グリーン熱証書由来）の無効化量」と「再エネ熱由来J-クレジットの無効化量」は、他人から供給された熱の使用に
伴うエネルギー起源CO2排出量を超えることはできない。

②他人から供給された熱の使用に伴う排出量

＋
他人から供給された熱の
使用量 ×基礎排出係数

・グリーンエネルギー二酸化炭素削減
相当量（グリーン熱証書由来）の
無効化量（※4）

・再エネ熱由来J-クレジットの
無効化量（※3 ，※4 ）

・グリーンエネルギー二酸化炭素削減
相当量（グリーン熱証書由来）の
移転量

・再エネ熱由来J-クレジットの
移転量（※3）

－

《基礎排出量のうち、他人から供給された電気及び熱の
使用に伴うエネルギー起源CO2の算定》

◼ 特定排出者が取得した非化石証書やグリーン電力・熱証書、再エネ電力・熱由来のJ-
クレジットの無効化量・移転量は、調整後排出量に加え、基礎排出量算定でも反映さ
せることになります。※調整後排出量の算定方法は現行どおり



10

報告方法の見直し 基礎排出量関連
②基礎排出量の算定方法の変更について

◼ 変更後の基礎排出係数は、従来どおり、調整後排出係数とともに温室効果ガス排出量
算定・報告・公表制度のウェブサイトにて公表する予定です。

◼ 様式の変更及び基礎排出量の算定方法の変更に伴い、様式の「他人から供給された電
気及び熱の使用に伴う二酸化炭素」の欄には、他人から供給された電気及び熱の使用
量に排出係数を乗じて算定した排出量から、非化石証書、グリーン証書及び再エネ由
来J-クレジットの無効化量を控除し、移転量を加算した値を記載することになります。

◼ 上記に伴い、様式のクレジット・証書に関する情報等の記載欄を次項以降に記載のと
おり変更することになります。
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報告様式の変更点（1/5）
②基礎排出量の算定方法の変更について

◼ 第5表の1では、基礎排出量算定段階から国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化
炭素削減相当量を反映することになったことを踏まえ、基礎排出量又は調整後排出量
の算定に用いた国内・海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を記
載（変更前は、調整後排出量の算定に用いた削減量のみを記載していた）。

変更

変更

省エネ法様式については以下を参照（※認定表については割愛）
• 工場・事業場（様式第９）：特定第12表６の１
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新設

新設

追加

報告様式の変更点（2/5）
②基礎排出量の算定方法の変更について

◼ 第5表の2では、無効化又は移転した全ての国内認証排出削減量について記載。

◼ 変更前でも記載を求めていたクレジット特定番号等、無効化日又は移転日、無効化量
又は移転量に加え、各クレジットの方法論によって、基礎排出量から反映可能か否か
が異なるため、方法論の種別及びクレジット合計量に再エネ電力由来・再エネ熱由来
クレジットがそれぞれ占める内訳の量の記載欄を追加。

省エネ法様式については以下を参照（※認定表・認定様式については割愛）
• 工場・事業場（様式第９）：特定第12表６の２
• 荷主（様式第30）：第９表５ ※再エネ電力由来のみ記載。荷主ではなく、貨物の輸送を行わせる貨物輸送事業者（荷主自らが貨物の輸送を行っている場合はそれも含む）が無効化又は

移転を行ったものを記載。
• 輸送（様式第４・第８）：第９表５ ※再エネ電力由来のみ記載
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報告様式の変更点（3/5）
②基礎排出量の算定方法の変更について

◼ 第5表の3では、国内認証排出削減量のうち、電力に係る情報及び非化石電源二酸化
炭素削減相当量に係る情報等を、国内認証排出削減量の種別ごとに区分して記載。

◼ 変更前は、電気と熱に由来する削減相当量及び二酸化炭素排出量は合算した合計値で
記載していたが、変更後は、電力由来は第5表の3、熱由来は第5表の4で記載。

省エネ法様式については以下を参照（※認定表・認定様式については割愛）
• 工場・事業場（様式第９）：特定第12表６の３
• 荷主（様式第30）：第９表７
• 輸送（様式第４・第８）：第９表７

新設
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報告様式の変更点（4/5）
②基礎排出量の算定方法の変更について

◼ 第5表の4では、国内認証排出削減量のうち、熱に係る情報を国内認証排出削減量の
種別ごとに区分して記載。

◼ 変更前は、電気と熱に由来する削減相当量及び二酸化炭素排出量は合算した合計値で
記載していたが、変更後は、電力由来は第5表の3、熱由来は第5表の4で記載。

省エネ法様式については以下を参照（※認定表については割愛）
• 工場・事業場（様式第９）：特定第12表６の４

新設
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報告様式の変更点（5/5）
②基礎排出量の算定方法の変更について

◼ 第5表の6では、非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報を非化石証書の種別ごと
に区分して記載（変更前は「電気事業者から小売供給された電気の使用に伴って発生
する二酸化炭素の排出量」を記載していたが、種別ごとの削減相当量の記載へ変更）。

省エネ法様式については以下を参照（※認定表・認定様式については割愛）
• 工場・事業場（様式第９）：特定第12表６の６
• 荷主（様式第30）：第９表６ ※荷主ではなく、貨物の輸送を行わせる貨物輸送事業者（荷主自らが貨物の輸送を行っている場合はそれも含む）が取得したものを記載。
• 輸送（様式第４・第８）：第９表６

変更

変更
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③カーボンリサイクル燃料について

◼ CCUのうち回収した二酸化炭素をカーボンリサイクル燃料の製造に用いた場合、原排出者と利用者間の合
意により、排出削減価値を移転できることとし、原排出者又は利用者のうち、カーボンリサイクル燃料利
用に伴う排出削減価値を保有する者が基礎排出量から控除できることとしました。

＜原排出者の対応＞

◼ 本政令改正に伴い、様式第1 第1表の①、②、④、⑤及び⑫の量の算定において、二酸化炭素を大気中に排
出せずに回収し、燃料（水素及び二酸化炭素から合成した気体の燃料に限る。）の製造の用に供した場合
であって、排出削減価値を原排出者側が保有する場合、原排出者の報告において、当該二酸化炭素の量を
基礎排出量から控除することが可能です。控除した場合、回収価値の証明及び使途の証明について関連情
報を記載する必要があることから、様式第１ 第５表の7として当該二酸化炭素の量、第５表の８として当
該二酸化炭素に関する情報を報告する欄を新設しました。

◼ 排出削減価値をカーボンリサイクル燃料の利用者側が保有する場合でも、原排出者の二酸化炭素回収を制
度として見える化するため、様式第2 5(2)①に新設される「二酸化炭素を大気中に排出せずに回収して製
品等に利用することで他の者の温室効果ガス排出量の削減に寄与した量に関する情報」に任意で記載して
報告・公表することが可能となります。

◼ 様式第1 第5表及び様式第2 5(2)①における新設箇所は、次頁以降に記載のとおりです。

＜利用者の対応＞

◼ 排出削減価値をカーボンリサイクル燃料の利用者側が保有する場合は、都市ガスの事業者別係数に反映さ
れるため、利用者側の報告において様式第1 第5表の7に記載する必要はありません。

※都市ガスとして供給される場合以外のカーボンリサイクル燃料のカウントルールについては、流通状況等を踏まえながら措置を検討して参ります。
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報告様式の変更点（1/2）
③カーボンリサイクル燃料について

◼ 様式第1 第5表の7として「大気中に排出せずに回収し、燃料の製造の用に供した二酸
化炭素の量」を新設。

◼ 様式第1 第5表の8として「大気中に排出せずに回収し、燃料の製造の用に供した二酸
化炭素に関する情報」を新設。

新設

新設

省エネ法様式については以下を参照（※認定表については割愛）
• 工場・事業場（様式第９）：特定第12表６の７・６の８、指定第10表５の１・５の２

控除する二酸化炭素の種別が二以上になる場合、
「当該燃料の製造の用に供した二酸化炭素の量」
の合計量を記載する
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報告様式の変更点（2/2）
③カーボンリサイクル燃料について

◼ 様式第2 5(2)①として「二酸化炭素を大気中に排出せずに回収して製品等に利用する
ことで他の者の温室効果ガス排出量の削減に寄与した量に関する情報」を新設。

◼ 排出削減価値をカーボンリサイクル燃料の利用者側が保有するため、原排出者が控除
できない場合でも、任意で報告し公表することが可能となります。

新設
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④海外認証排出削減量の見直しについて

◼ 今般、パリ協定に基づく我が国の目標（NDC）の確実な達成に向けて国内外で地球
温暖化対策を加速するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」が改
正されました。主な改正内容として、「二国間クレジット制度（JCM）」 の実施体
制強化のために、「国際協力排出削減量」等の用語の定義やクレジット発行に係る手
続等が温対法上で規定されました。

※改正温対法の経過措置の規定により、施行日（令和７年４月１日）の際に現に存する JCM クレジットについては、国際協力排出削減量とみなし、
海外認証排出削減量に含まれます。また、施行日時点で事業設計書（いわゆるPDD）についての意見書の受付が開始されているものについても、
引き続き海外認証排出削減量に含まれます。

R7.4.1

SHK活用〇

SHK活用〇

SHK活用×
※ただし、R7.3.31までに
PDDパブコメ開始した案件
からのクレジットはSHKに
活用可能

R
3
.1

.1
JCMクレジット発行日

◼ 算定・報告・公表制度で活用できる海外認証排出
削減量は、「温室効果ガス算定排出量等の報告等
に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及
び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量」
（平成 26 年経済産業省・環境省告示第 ４号。
以下「海外認証排出削減量告示」という。）にお
いて「JCMクレジット」と定められていますが、
温対法改正に伴い、海外認証排出削減量告示を改
正し、「海外認証排出削減量」として用いること
のできる削減量は、改正温対法第２条第９項に規
定する「国際協力排出削減量」としました※。

◼ なお、本改正に伴う様式の変更はありません。
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